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(57)【要約】
【課題】壁構造体（壁部材）を用いた斜方蒸着によるパ
ターニングを利用しつつ、上部共通電極の被覆不良を回
避できる有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】所定の素子分離膜上に壁部材を形成する方
法と、第一下部電極上に第一有機ＥＬ層を形成する工程
と、真空蒸着法により第二下部電極上に第二有機ＥＬ層
を形成する工程と、真空蒸着法により第三下部電極上に
第三有機ＥＬ層を形成する工程と、前記壁部材を除去す
る工程と、を有し、前記第二有機ＥＬ層を形成する工程
において、前記第三下部電極が前記壁部材によって蒸着
蒸気から遮蔽され、前記第三有機ＥＬ層を形成する工程
において、前記第二有機ＥＬ層が前記壁部材によって蒸
着蒸気から遮蔽されることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第一有機ＥＬ素子と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、から構成さ
れる画素を複数有し、
　前記第一有機ＥＬ素子が、第一下部電極と、第一有機ＥＬ層と、第一上部電極と、から
なり、
　前記第二有機ＥＬ素子が、第二下部電極と、第二有機ＥＬ層と、第二上部電極と、から
なり、
　前記第三有機ＥＬ素子が、第三下部電極と、第三有機ＥＬ層と、第三上部電極と、から
なり、
　前記第一有機ＥＬ素子と、前記第二有機ＥＬ素子と、前記第三有機ＥＬ素子と、が、前
記基板の面方向に前記第二有機ＥＬ素子、前記第一有機ＥＬ素子、前記第三有機ＥＬ素子
の順で配列され、
　第一有機ＥＬ素子と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、が、それぞれ素子分
離膜によって離隔して設けられている有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　所定の素子分離膜上に壁部材を形成する方法と、
　前記第一下部電極上に前記第一有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第二下部電極上に前記第二有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第三下部電極上に前記第三有機ＥＬ層を形成する工程と、
　前記壁部材を除去する工程と、を有し、
　前記第二有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第三下部電極が前記壁部材によって
蒸着蒸気から遮蔽され、
　前記第三有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第二有機ＥＬ層が前記壁部材によっ
て蒸着蒸気から遮蔽されることを特徴とする、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　基板上に第一有機ＥＬ素子と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、から構成さ
れる画素を複数有し、
　前記第一有機ＥＬ素子が、第一下部電極と、第一有機ＥＬ層と、第一上部電極と、から
なり、
　前記第二有機ＥＬ素子が、第二下部電極と、第二有機ＥＬ層と、第二上部電極と、から
なり、
　前記第三有機ＥＬ素子が、第三下部電極と、第三有機ＥＬ層と、第三上部電極と、から
なり、
　前記第一有機ＥＬ素子と、前記第二有機ＥＬ素子と、前記第三有機ＥＬ素子と、が、前
記基板の面方向に前記第一有機ＥＬ素子、前記第二有機ＥＬ素子、前記第三有機ＥＬ素子
の順で配列される有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記第一下部電極上に前記第一有機ＥＬ層を形成する工程と、
　前記第一有機ＥＬ層上に壁部材を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第二下部電極上に前記第二有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第三下部電極上に前記第三有機ＥＬ層を形成する工程と、
　前記壁部材を除去する工程と、を有し、
　前記第二有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第三下部電極が前記壁部材によって
蒸着蒸気から遮蔽され、
　前記第三有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第二有機ＥＬ層が前記壁部材によっ
て蒸着蒸気から遮蔽されることを特徴とする、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記壁部材を形成する工程にエッチング工程が含まれており、
　前記第一有機ＥＬ層の膜厚が、前記第二有機ＥＬ層及び前記第三有機ＥＬ層よりも薄い
ことを特徴とする、請求項２の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
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　前記壁部材が複数の層からなる積層体であって、
　前記壁部材の最下層が水溶性材料からなる層であり、
　前記壁部材を除去する工程に水浸漬工程が含まれることを特徴とする、請求項２又は３
に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　第一有機ＥＬ層の縁部が、前記壁部材の側面よりも内側に位置することを特徴とする、
請求項２乃至４のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記壁部材が、水溶性材料からなる層と、非水溶性材料からなる層と、がこの順に形成
される積層体であり、
　前記水溶性材料からなる層の縁部が、前記非水溶性材料からなる層の側面よりも内側に
位置することを特徴とする、請求項２乃至５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に知られている有機ＥＬ素子（有機エレクトロルミネッセンス素子）を搭載した表
示装置とは、有機ＥＬ素子を単数あるいは複数有する画素を所定のパターンで配列してな
る装置である。またこの画素により、表示装置内の表示領域は２次元的に高精細に分割さ
れている。ここでこの画素に含まれる有機ＥＬ素子は、例えば、赤、緑又は青のいずれか
の光を出力する電子素子である。有機ＥＬ素子を搭載した表示装置は、所望の色を出力す
る有機ＥＬ素子を所望の発光強度で駆動させることでフルカラーの画像を得ている。
【０００３】
　ところで、表示装置の構成部材である有機ＥＬ素子において、素子の構成部材となる有
機ＥＬ層は、蒸着等により有機材料からなる薄膜を成膜することにより形成される薄膜層
である。ここで蒸着により表示装置内の有機ＥＬ素子の構成部材である有機化合物層を素
子ごとに形成する際には、高精細なパターニング技術が必要とされる。そしてパターニン
グを行う際には、パターニングの精細度に応じた精細度の高いメタルマスクが必要となる
。しかし、メタルマスクは、使用する度に蒸着操作を行ったときに付着する蒸着膜によっ
てマスクの開口部が狭くなったり、応力でマスクの開口部が歪んだりする。従って、一定
回数の成膜を行った後で使用したマスクを洗浄する必要があり、これが生産コストの点で
不利な要因となっていた。また、マスクの加工精度の制約もあってピクセルサイズは百μ
ｍ程度が限界であり、高精細化に対しても不利であった。さらに基板サイズに関しても、
高精細メタルマスクを大型化するとマスクの開口部の位置精度を確保するためにマスクの
フレームの剛性を高める必要がある。しかしマスクの剛性を高めるとその分だけマスク自
体の重量の増加を引き起こす。このため、加工性、ハンドリングの両面から第４世代以降
の大判サイズの表示装置を製作する場合では、高精細化された有機ＥＬ素子及びこの有機
ＥＬ素子を搭載した表示装置の最適な作製プロセスについては現在のところ具体化できて
いないという状況にある。
【０００４】
　このような状況の中、メタルマスクを使用しない方法で高精細化された有機ＥＬ素子を
有する表示装置を作製する方法が提案されている。その具体的な方法として、例えば、特
許文献１に提案されている方法がある。ここで特許文献１にて提案されている方法とは、
基板の上にシャドーマスクとしての役割を果たす壁構造体を形成し、斜方蒸着を行うによ
り有機ＥＬ層のパターニングを行う方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１５５５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１にて提案された手法では、形成した壁構造体によって、有機ＥＬ層
上に形成される共通上部電極に被覆不良が生じてしまいシェーディングが発生しやすいと
いう課題があった。本発明は上記の課題を解決するためになされるものであり、その目的
は、壁構造体（壁部材）を用いた斜方蒸着によるパターニングを利用しつつ、上部共通電
極の被覆不良を回避できる有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の第一の態様は、基板上に第一有機ＥＬ素子と、
第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、から構成される画素を複数有し、
　前記第一有機ＥＬ素子が、第一下部電極と、第一有機ＥＬ層と、第一上部電極と、から
なり、
　前記第二有機ＥＬ素子が、第二下部電極と、第二有機ＥＬ層と、第二上部電極と、から
なり、
　前記第三有機ＥＬ素子が、第三下部電極と、第三有機ＥＬ層と、第三上部電極と、から
なり、
　前記第一有機ＥＬ素子と、前記第二有機ＥＬ素子と、前記第三有機ＥＬ素子と、が、前
記基板の面方向に前記第二有機ＥＬ素子、前記第一有機ＥＬ素子、前記第三有機ＥＬ素子
の順で配列され、
　第一有機ＥＬ素子と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、が、それぞれ素子分
離膜によって離隔して設けられている有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　所定の素子分離膜上に壁部材を形成する方法と、
　前記第一下部電極上に前記第一有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第二下部電極上に前記第二有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第三下部電極上に前記第三有機ＥＬ層を形成する工程と、
　前記壁部材を除去する工程と、を有し、
　前記第二有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第三下部電極が前記壁部材によって
蒸着蒸気から遮蔽され、
　前記第三有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第二有機ＥＬ層が前記壁部材によっ
て蒸着蒸気から遮蔽されることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の第二の態様は、基板上に第一有機ＥＬ素子
と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機ＥＬ素子と、から構成される画素を複数有し、
　前記第一有機ＥＬ素子が、第一下部電極と、第一有機ＥＬ層と、第一上部電極と、から
なり、
　前記第二有機ＥＬ素子が、第二下部電極と、第二有機ＥＬ層と、第二上部電極と、から
なり、
　前記第三有機ＥＬ素子が、第三下部電極と、第三有機ＥＬ層と、第三上部電極と、から
なり、
　前記第一有機ＥＬ素子と、前記第二有機ＥＬ素子と、前記第三有機ＥＬ素子と、が、前
記基板の面方向に前記第一有機ＥＬ素子、前記第二有機ＥＬ素子、前記第三有機ＥＬ素子
の順で配列される有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
　前記第一下部電極上に前記第一有機ＥＬ層を形成する工程と、
　前記第一有機ＥＬ層上に壁部材を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第二下部電極上に前記第二有機ＥＬ層を形成する工程と、
　真空蒸着法により、前記第三下部電極上に前記第三有機ＥＬ層を形成する工程と、
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　前記壁部材を除去する工程と、を有し、
　前記第二有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第三下部電極が前記壁部材によって
蒸着蒸気から遮蔽され、
　前記第三有機ＥＬ層を形成する工程において、前記第二有機ＥＬ層が前記壁部材によっ
て蒸着蒸気から遮蔽されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、壁部材を用いた斜方蒸着によるパターニングを利用しつつ、上部共通
電極の被覆不良を回避できる有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１にて製造される有機ＥＬ表示装置の具体例を示す平面概略図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第１の実施形態を示す断面概略図
である。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第２の実施形態を示す断面概略図
である。
【図４】実施例３にて製造される有機ＥＬ表示装置の具体例を示す平面概略図である。
【図５ａ】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第３の実施形態を示す断面概略
図である。
【図５ｂ】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第３の実施形態を示す断面概略
図である。
【図６ａ】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第４の実施形態を示す断面概略
図である。
【図６ｂ】本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第４の実施形態を示す断面概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の製造方法は、基板上に第一有機ＥＬ素子と、第二有機ＥＬ素子と、第三有機Ｅ
Ｌ素子と、から構成される画素を複数有する有機ＥＬ表示装置の製造方法である。ここで
第一有機ＥＬ素子は、第一下部電極と、第一有機ＥＬ層と、第一上部電極と、からなる部
材である。また第二有機ＥＬ素子は、第二下部電極と、第二有機ＥＬ層と、第二上部電極
と、からなる部材である。さらに第三有機ＥＬ素子は、第三下部電極と、第三有機ＥＬ層
と、第三上部電極と、からなる部材である。
【００１２】
　ところで本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、以下に説明する２つの態様に大別さ
れる。
【００１３】
　第一の態様は、画素に含まれる有機ＥＬ素子が、基板の面方向に第二有機ＥＬ素子、第
一有機ＥＬ素子、第三有機ＥＬ素子の順で配列されており、各有機ＥＬ素子が、それぞれ
素子分離膜によって離隔して設けられている有機ＥＬ表示装置の製造方法である。この態
様では、以下に示す工程（１Ａ）～（１Ｅ）が含まれている。
（１Ａ）所定の素子分離膜上に壁部材を形成する工程
（１Ｂ）第一下部電極上に第一有機ＥＬ層を形成する工程
（１Ｃ）真空蒸着法により、第二下部電極上に第二有機ＥＬ層を形成する工程
（１Ｄ）真空蒸着法により、第三下部電極上に第三有機ＥＬ層を形成する工程
（１Ｅ）壁部材を除去する工程
【００１４】
　ここで第二有機ＥＬ層を形成する工程（工程（１Ｃ））において、第三下部電極は工程
（１Ａ）で形成された壁部材によって蒸着蒸気から遮蔽される。また第三有機ＥＬ層を形
成する工程（工程（１Ｄ））において、工程（１Ｃ）において形成された第二有機ＥＬ層
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は壁部材によって蒸着蒸気から遮蔽される。
【００１５】
　第二の態様は、画素に含まれる有機ＥＬ素子が、基板の面方向に第一有機ＥＬ素子、第
二有機ＥＬ素子、第三有機ＥＬ素子の順で配列されている有機ＥＬ表示装置の製造方法で
ある。この態様では、以下に示す工程（２Ａ）～（２Ｅ）が含まれている。
（２Ａ）第一下部電極上に第一有機ＥＬ層を形成する工程
（２Ｂ）第一有機ＥＬ層上に壁部材を形成する工程
（２Ｃ）真空蒸着法により、第二下部電極上に第二有機ＥＬ層を形成する工程
（２Ｄ）真空蒸着法により、第三下部電極上に第三有機ＥＬ層を形成する工程
（２Ｅ）壁部材を除去する工程
【００１６】
　ここで第二有機ＥＬ層を形成する工程（工程（２Ｃ））において、第三下部電極は工程
（２Ｂ）で形成された壁部材によって蒸着蒸気から遮蔽される。また第三有機ＥＬ層を形
成する工程（工程（２Ｄ））において、工程（２Ｃ）において形成された第二有機ＥＬ層
は壁部材によって蒸着蒸気から遮蔽される。
【００１７】
　以上より、本発明の製造方法では、斜方蒸着に必要な壁部材が製造プロセスの途中で除
去され最終的には装置内に残存しない。このため、有機ＥＬ層の上部に形成される共通電
極（上部電極）の被覆不良を回避することができる。また最終的に壁部材が除去されるの
で、斜め方向から表示装置を見た際に当該壁部材によって画素が遮られることがない。こ
のため、表示装置の視野角特性を改善することができる。さらに最終的に壁部材が除去さ
れることで、膜封止によって表示装置の封止を行う際に、当該壁部材による被覆不良を回
避できる。このため、膜封止の際に形成される封止膜の膜厚を薄くすることができる。
【００１８】
　本発明において、好ましくは、壁部材が複数の層からなる積層体であって、この壁部材
の最下層が水溶性材料からなる層であり、当該壁部材を除去する工程に水浸漬工程が含ま
れる。仮に、壁部材を除去する工程を行う際に、物理的な力によって当該壁部材を除去し
ようとすると、第一有機ＥＬ層等の有機ＥＬ層に破損を伴うダメージが加わる可能性が高
くなる。これに対して、水浸漬による当該壁部材の除去では物理的な破損を回避できる上
に、有機ＥＬ層を侵食することなく壁部材だけを選択的に除去できる。このため、壁部材
を除去する工程を行う際には水浸漬工程を含ませることが好ましい。
【００１９】
　一方、本発明の第二の態様においては、第一有機ＥＬ層の縁部が、前記壁部材の側面よ
りも内側に位置するのが好ましい。
【００２０】
　以下、図面を適宜参照しながら本発明の実施形態について説明する。尚、以下の説明に
おいて特に図示又は記載されない部分に関しては、当該技術分野の周知又は公知技術を適
用することができる。また以下に説明する実施形態は、あくまでも本発明の実施形態の一
例であって、本発明はこれらに限定されるものではない。
【実施例１】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第１の実施形態の具体例を説明する。図１は、本
実施例にて製造される有機ＥＬ表示装置の具体例を示す平面概略図である。また図２は、
本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第１の実施形態を示す断面概略図である。
【００２２】
　図１の有機ＥＬ表示装置１は、基板１０上に、第一有機ＥＬ素子２０ａと、第二有機Ｅ
Ｌ素子２０ｂと、第三有機ＥＬ素子２０ｃとからなる画素２０が複数配列されている。ま
た図１の有機ＥＬ表示装置１において、画素２０に含まれる有機ＥＬ素子（２０ａ、２０
ｂ、２０ｃ）は、第二有機ＥＬ素子２０ｂ、第一有機ＥＬ素子２０ａ、第三有機ＥＬ素子
２０ｃ、の順で配列されている。尚、画素２０の配列態様は、例えば、図１（ａ）にて示
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されるストライプ配列であってもよいし、図１（ｂ）にて示されるデルタ配列であっても
よい。
【００２３】
　図１の有機ＥＬ表示装置１において、各有機ＥＬ素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）は、
それぞれ素子分離膜１１によって区画されている。ここで、本実施例においては、製造プ
ロセスの途中で所定の素子分離膜１１上の領域１２に壁部材を設けた上で有機ＥＬ表示装
置を製造する。尚、壁部材の詳細については、後述する。また本実施形態において壁部材
は、例えば、図１（ａ）及び（ｂ）に示されるように、同じ行に配列されている有機ＥＬ
素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）を画素１個単位で区画する位置（領域１２）に設けられ
る。
【００２４】
　次に、本実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロセスについて、適宜図面を参照し
ながら以下に説明する。
【００２５】
　（１）電極付基板の製造工程（図２（ａ））
　まず図２（ａ）に示される電極付基板を作製する。尚、図２（ａ）に示される電極付基
板を用意することができる場合はこの工程を省略することができる。ここで図２（ａ）に
示される電極付基板は、基板１０上に、下部電極２１及び素子分離膜１１が、所定の領域
にパターニング形成されている。
【００２６】
　ここで基板１０は、電極に所望の電流を供給できる機能を有するものであり、例えば、
基材であるガラス基板上にＴＦＴ等の駆動回路が形成されたものを挙げることができる。
【００２７】
　また下部電極２１は、その構成材料が光反射特性を有し、電荷又は正孔の注入に適した
仕事関数を持つものが好ましい。例えば、正孔の注入を行う陽極としては、光反射性の金
属材料であるＡｇからなる薄膜にＩＴＯ薄膜を積層した積層薄膜を使用することができる
。ただし本発明はこれに限定されるものではない。
【００２８】
　ここで下部電極２１は、画素や画素に含まれる有機ＥＬ素子の配列に応じて適宜パター
ニングされる。パターニングの方法としては、公知の方法を利用することができる。また
パターニングの態様としては、例えば、図１（ａ）に示されるストライプ配列や図１（ｂ
）に示されるデルタ配列がある。ただし本発明はこれらに限定されるものではない。尚、
以下の説明において、下部電極２１を、第一下部電極２１ａ、第二下部電極２１ｂ、第三
下部電極２１ｃということがある。ここで第一下部電極２１ａは、第一有機ＥＬ素子２０
ａの構成部材となる下部電極である。また第二下部電極２１ｂは、第二有機ＥＬ素子２０
ｂの構成部材となる下部電極である。また第三下部電極２１ｃは、第三有機ＥＬ素子２０
ａの構成部材となる下部電極である。
【００２９】
　素子分離膜１１は、絶縁性の材料からなる部材である。ここで素子分離膜１１の構成材
料としては、公知の材料を使用することができる。また素子分離膜１１のパターニングに
ついては、公知の方法を採用することができる。
【００３０】
　（２）壁部材を設ける工程（図２（ｂ））
　次に、素子分離膜上の所定の領域に壁部材３０を形成する（図２（ｂ））。本実施例に
おいて、壁部材３０は、水溶性材料からなる下層３１と、非水溶性材料からなる上層３２
と、からなる部材である。この積層構成にすることにより、壁部材３０は、水浸漬による
除去に適した形態となる。
【００３１】
　ここで下層３１を構成する水溶性材料としては、ＬｉＦ、ＮａＣｌ等の水溶性無機材料
、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等の水溶性ポリマーを挙げることができ
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る。ただし本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３２】
　また上層３２を構成する非水溶性材料としては、窒化シリコン薄膜や酸化シリコン薄膜
、金属薄膜を挙げることができる。ただし本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３３】
　図２（ｂ）に示される壁部材３０は、例えば、フォトリソグラフィーを利用したパター
ニングにより形成する。具体的には、以下に示すプロセスにより形成する。
（ｉ）下層３１の形成
（ｉｉ）上層３２の形成
（ｉｉｉ）レジスト層（不図示）の形成
（ｉｖ）露光、現像
（ｖ）エッチング処理
【００３４】
　上記（ｉ）のプロセスは、有機ＥＬ表示装置に含まれる表示領域全体に下層３１を形成
する工程である。下層３１の形成方法としては、公知の成膜方法を利用することができる
。
【００３５】
　上記（ｉｉ）のプロセスは、下層３１上に上層３２を形成する工程である。上層３２の
形成方法としては、公知の成膜方法を利用することができる。尚、上述した非水溶性材料
から上層３２を成膜することによって、（ｉｉｉ）及び（ｉｖ）のプロセスにおいて下層
３１の構成材料がレジスト材料を溶解する溶媒やレジスト現像液によって溶出するのを防
ぐことができる。
【００３６】
　上記（ｉｉｉ）のプロセスは、上層３２上にレジスト層（不図示）を形成する工程であ
る。レジスト層の形成方法としては、公知の成膜方法を利用することができる。
【００３７】
　上記（ｉｖ）及び（ｖ）のプロセスを経て図２（ｂ）に示されるように素子分離膜１１
上の所定の領域（図１（ａ）、（ｂ）に示される領域１２）に下層３１と上層３２とがこ
の順に積層してなる壁部材３０が形成される。ここで各プロセスにおいては、それぞれ公
知の方法を利用することができる。尚、上記（ｖ）のプロセスにおいて、下層３１のエッ
チングを行う際は、上層３２のエッチングに対してオーバーエッチングになる条件下で行
うのが好ましい。このエッチング操作により、下層３１が上層３２に対して相対的に凹ん
でいる形状になる。即ち、下層３１の縁部が上層の側面よりも内側に位置することになる
。特に、下層３１の中でも上層３２との境界又はその周辺をオーバーエッチングさせて、
下層３１を断面テーパー形状に加工するのが好ましい。
【００３８】
　（３）有機ＥＬ層の形成工程（図２（ｃ）～図２（ｅ））
　次に、画素２０を構成する各有機ＥＬ素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）を構成する有機
ＥＬ層をそれぞれ形成する。ここで有機ＥＬ層とは、少なくとも発光層を含む単層あるい
は複数層からなる積層体である。また有機ＥＬ層の具体的な構成としては、発光層を有し
ていれば特に限定されるものではない。発光層の他に有機ＥＬ層を構成する層として、例
えば、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層、正孔ブロック層、電子ブロッ
ク層等が挙げられる。尚、有機ＥＬ層は、発光効率の観点からアモルファス膜であること
が好ましい。
【００３９】
　有機発光層を構成する材料としては、有機発光材料、正孔注入材料、電子注入材料、正
孔輸送材料、電子輸送材料より選ばれる少なくとも１種を用いることができる。
【００４０】
　発光層を構成する有機発光材料としては、トリアリールアミン誘導体、スチルベン誘導
体、ポリアリーレン、芳香族縮合多環化合物、芳香族複素環化合物、芳香族複素縮合環化



(9) JP 2012-216297 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

合物、金属錯体化合物等及びこれらの単独オリゴ体あるいは複合オリゴ体を使用できる。
ただし、本発明においてはこれらの材料に限定されるものではない。尚、有機発光材料を
、正孔注入材料又は正孔輸送材料にドーピングしたり、電子注入材料又は電子輸送材料に
有機発光材料をドーピングしたりする等して発色の選択の幅を広げるように構成してもよ
い。
【００４１】
　正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロック層の構成材料である正孔注入材料及び正孔輸送
材料としては、フタロシアニン化合物、トリアリールアミン化合物、導電性高分子、ペリ
レン系化合物、Ｅｕ錯体等が使用できる。ただし、本発明においてはこれらの材料に限定
されるものではない。
【００４２】
　電子注入層、電子輸送層、正孔ブロック層の構成材料である電子注入材料及び電子輸送
材料としては、８－ヒドロキシキノリンの３量体がアルミに配位したＡｌｑ3、アゾメチ
ン亜鉛錯体、ジスチリルビフェニル誘導体系等を使用できる。ただし、本発明においては
これらの材料に限定されるものではない。
【００４３】
　有機ＥＬ層の膜厚は、０．０５μｍ～０．３０μｍ程度が好ましく、０．１５μｍ～０
．３０μｍ程度がより好ましい。
【００４４】
　以下に、有機ＥＬ層の形成工程の具体例を、図面を参照しながら説明する。
【００４５】
　まず第一有機ＥＬ素子２０ａを構成する第一有機ＥＬ層２２ａを形成する（図２（ｃ）
）。ここで、第一有機ＥＬ層２２ａは、例えば、蒸着法によって形成される。ところで第
一有機ＥＬ層２２ａを形成する際には、蒸着源から発生する蒸気の流れ方向に対して垂直
になる位置に基板を配置する。尚、第一有機ＥＬ層２２ａは、各有機ＥＬ素子（第一有機
ＥＬ素子２０ａ、第二有機ＥＬ素子２０ｂ、第三有機ＥＬ素子２０ｃ）に対して共通の層
として機能する。
【００４６】
　次に、第二有機ＥＬ素子２０ｂを構成する第二有機ＥＬ層２２ｂを形成する（図２（ｄ
））。ここで、第二有機ＥＬ層２２ｂは、例えば、第一有機ＥＬ層２２ａと同様に蒸着法
によって形成される。ところで第二有機ＥＬ層２２ｂを形成する際には、蒸着源から発生
する蒸気の流れ方向に対して所定の角度傾けた状態で基板１０を配置する。即ち、第二有
機ＥＬ層２２ｂは、斜方蒸着により形成する。尚、基板１０を傾ける角度については、第
二有機ＥＬ層２２ｂを設ける領域と、壁部材３０の高さを考慮して適宜設定される。つま
り、壁部材３０は、第二有機ＥＬ層２２ｂを第二有機ＥＬ素子２０ｂを設ける領域に選択
的に形成するための遮蔽部材として機能する。つまり、壁部材３０によって第三下部電極
２１ｃが蒸着蒸気から遮蔽されることになる。
【００４７】
　次に、第三有機ＥＬ素子２０ｃを構成する第三有機ＥＬ層２２ｃを形成する（図２（ｅ
））。ここで、第三有機ＥＬ層２２ｃは、例えば、第一有機ＥＬ層２２ａ及び第二有機Ｅ
Ｌ層２２ｂと同様に蒸着法によって形成される。ところで第三有機ＥＬ層２２ｃを形成す
る際には、蒸着源から発生する蒸気の流れ方向に対して所定の角度傾けた状態で基板１０
を配置する。即ち、第三有機ＥＬ層２２ｃは、斜方蒸着により形成する。尚、基板１０を
傾ける角度については、第三有機ＥＬ層２２ｃを設ける領域と、壁部材３０の高さを考慮
して適宜設定される。つまり、壁部材３０は、第三有機ＥＬ層２２ｃを第三有機ＥＬ素子
２０ｃを設ける領域に選択的に形成するための遮蔽部材として機能する。つまり、壁部材
３０によって第二有機ＥＬ層２２ｂが蒸着蒸気から遮蔽されることになる。
【００４８】
　（４）壁部材の除去工程（図２（ｆ））
　次に、壁部材を除去する工程を行う（図２（ｆ））。具体的には、全ての有機ＥＬ層（
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２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を形成した基板１０を水に浸漬させる。これにより、壁部材３
０を構成する下層３１が溶解され、壁部材３０の除去が可能となる。ここで壁部材３０を
除去した後には、脱水のためベーク処理を行ってもよい。尚、本発明においては、この方
法に限定されるものではない。
【００４９】
　（５）上部電極の形成工程等
　次に、各有機ＥＬ層（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）上に、上部電極２３を形成する（図２
（ｇ））。尚、本実施例において、上部電極２３は、各有機ＥＬ素子（２０ａ、２０ｂ、
２０ｃ）に共通する電極層である。
【００５０】
　ここで下部電極２１を反射電極とした場合では、上部電極２３は、光透過性の電極とす
る。このため上部電極２３の構成材料としては、透過率の高い材料が好ましい。具体的に
は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ等の透明導電性材料や、ポリアセチレン等の有機導電材料が
挙げられる。またＡｇ、Ａｌ等の金属材料を、光透過性を有する程度（１０ｎｍ～３０ｎ
ｍ）の膜厚で形成した半透過膜等も使用可能である。尚、本発明においては、これらの材
料に限定されるものではない。
【００５１】
　上部電極２３は、例えば、スパッタリングによりＩＴＯを膜厚３０ｎｍで成膜すること
により形成される。ここで、上部電極２３の膜厚が薄すぎる場合は充分な導電性を確保す
ることができない。一方、上部電極２３の膜厚が厚すぎる場合は充分な光透過性を確保す
ることができない。これらを考慮して、上部電極２３の膜厚は、好ましくは、１０ｎｍ～
３００ｎｍの範囲である。
【００５２】
　次に、膜封止のため窒化シリコンの膜をＣＶＤにより、例えば、膜厚１μｍで成膜する
。ここで、窒化シリコン膜の膜厚が薄すぎる場合には充分な防湿特性を確保できない。一
方、窒化シリコン膜の膜厚が厚すぎる場合には充分な光透過性を確保できない。これらを
考慮して、窒化シリコン膜の膜厚は、好ましくは１００ｎｍ～３００００ｎｍの範囲であ
る。また膜封止の材料としては、透過率が高く、透湿性の低い材料が好ましく用いられる
。具体的には、上述した窒化シリコン、酸化シリコンと窒化シリコンとの複合膜等も使用
可能である。尚、本発明はこれらの材料に限定されるものではない。
【００５３】
　以上の工程で得られた有機ＥＬ表示装置は、形成された上部電極において被覆不良が生
じないため、シェーディングの発生を抑制することができる。また得られた有機ＥＬ表示
装置は、封止膜に被覆不良が生じないため、ダークスポットの発生を抑制することができ
る。
【実施例２】
【００５４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第２の実施形態の具体例を説明する。図３は、本
発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第２の実施形態を示す断面概略図である。本
実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロセスについて、適宜図面を参照しながら以下
に説明する。尚、本実施例の製造方法で製造される有機ＥＬ表示装置は、例えば、図１に
示される有機ＥＬ表示装置１である。また本実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロ
セスの基本的な流れは実施例１とほぼ同じである。そこで、本実施例と実施例１との相違
点を中心に以下に説明する。
【００５５】
　（１）電極付基板の製造工程（図３（ａ））
　まず実施例１と同様に、電極付基板を作製あるいは用意する（図３（ａ））。
【００５６】
　（２）壁部材を設ける工程（図２（ｂ））
　次に、素子分離膜上の所定の領域に壁部材３３を形成する（図３（ｂ））。本実施例に
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おいて、壁部材３３は、水溶性材料からなる部材である。これにより、壁部材３３は、水
浸漬による除去に適した形態となる。
【００５７】
　ここで壁部材３３を構成する水溶性材料としては、ＬｉＦ、ＮａＣｌ等の水溶性無機材
料、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン等の水溶性ポリマーを挙げることがで
きる。ただし本発明はこれらに限定されるものではない。
【００５８】
　図３（ｂ）に示される壁部材３３は、例えば、フォトリソグラフィーを利用したパター
ニングにより形成するが本発明はこれに限定されるものではない。例えば、フォトリソグ
ラフィーの代わりに、インクジェット法を利用して素子分離膜１１上の所定の領域（図１
（ａ）、（ｂ）に示される領域１２）に選択的に壁部材３３を形成する方法を採用しても
よい。
【００５９】
　（３）有機ＥＬ層の形成工程（図３（ｃ）～図３（ｅ））
　次に、画素２０を構成する各有機ＥＬ素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）を構成する有機
ＥＬ層をそれぞれ形成する。ここで各有機ＥＬ層（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）は、実施例
１と同様の方法（蒸着法）により形成される。ただし本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【００６０】
　（４）壁部材の除去工程（図３（ｆ））
　次に、壁部材を除去する工程を行う（図３（ｆ））。具体的には、全ての有機ＥＬ層（
２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を形成した基板１０を水に浸漬させる。これにより、壁部材３
３を構成する水溶性材料が溶解され、壁部材３３の除去が可能となる。尚、本実施例にお
いては、壁部材３３の側面及び上面には有機ＥＬ層の構成材料が付着して壁部材３３の除
去が困難になる場合がある。係る場合は、有機ＥＬ層の最上層の構成材料が溶解する溶媒
を一定量水に混合した混合溶媒を使用するのが好ましい。
【００６１】
　ここで壁部材３３を除去した後には、脱水のためベーク処理を行ってもよい。尚、本発
明においては、この方法に限定されるものではない。
【００６２】
　（５）上部電極の形成工程等
　次に、実施例１と同様に各有機ＥＬ層（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）上に、上部電極２３
を形成し（図３（ｇ））、次いで膜封止のための窒化シリコンの膜を形成する。以上の工
程により有機ＥＬ表示装置が得られる。
【００６３】
　得られた有機ＥＬ表示装置は、上部共通電極に被覆不良が生じないため、シェーディン
グの発生を抑制することができる。また、封止膜に被覆不良が生じないため、ダークスポ
ットの発生を抑制することができる。
【実施例３】
【００６４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第３の実施形態の具体例を説明する。図４は、本
実施例にて製造される有機ＥＬ表示装置の具体例を示す平面概略図である。また図５は、
本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第３の実施形態を示す断面概略図である。
【００６５】
　図４の有機ＥＬ表示装置２は、基板１０上に、第一有機ＥＬ素子２０ａと、第二有機Ｅ
Ｌ素子２０ｂと、第三有機ＥＬ素子２０ｃとからなる画素２０が複数配列されている。ま
た図１の有機ＥＬ表示装置１において、画素２０に含まれる有機ＥＬ素子（２０ａ、２０
ｂ、２０ｃ）は、第一有機ＥＬ素子２０ａ、第二有機ＥＬ素子２０ｂ、第三有機ＥＬ素子
２０ｃの順で配列されている。尚、画素２０の配列態様は、例えば、図４（ａ）にて示さ
れるストライプ配列であってもよいし、図４（ｂ）にて示されるデルタ配列であってもよ
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い。
【００６６】
　本実施形態においては、所定の有機ＥＬ素子を設ける領域に選択的に形成された有機Ｅ
Ｌ層上に、壁部材を設けた上で有機ＥＬ装置を製造する。尚、壁部材の詳細については、
後述する。また本実施形態において壁部材は、例えば、図４（ａ）及び（ｂ）に示される
ように、第一有機ＥＬ素子２０ａを設ける領域に選択的に形成された有機ＥＬ層（第一有
機ＥＬ層）が存在する位置（領域１３）に設けられる。
【００６７】
　次に、本実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロセスについて、適宜図面を参照し
ながら以下に説明する。
【００６８】
　（１）電極付基板の製造工程（図５（ａ））
　まず図５（ａ）に示される電極付基板を作製する。尚、図５（ａ）に示される電極付基
板を用意することができる場合はこの工程を省略することができる。
【００６９】
　ここで図５（ａ）に示される電極付基板は、基板１０上に、下部電極２１が、所定の領
域にパターニング形成されている。
【００７０】
　ここで基板１０は、電極に所望の電流を供給できる機能を有するものであり、例えば、
基材であるガラス基板上にＴＦＴによる駆動回路が形成されたものを挙げることができる
。
【００７１】
　また下部電極２１は、光反射特性を有し、電荷又は正孔の注入に適した仕事関数を持つ
ものが好ましい。例えば、正孔の注入を行う陽極としては、光反射性の金属材料であるＡ
ｇからなる薄膜にＩＴＯ薄膜を積層した積層薄膜を使用することができる。ただし本発明
はこれに限定されるものではない。
【００７２】
　ここで下部電極２１は、画素や画素に含まれる有機ＥＬ素子の配列に応じて適宜パター
ニングされる。パターニングの方法としては、公知の方法を利用することができる。また
パターニングの態様としては、例えば、図４（ａ）に示されるストライプ配列や図４（ｂ
）に示されるデルタ配列がある。ただし本発明はこれらに限定されるものではない。尚、
以下の説明において、下部電極２１を、第一下部電極２１ａ、第二下部電極２１ｂ、第三
下部電極２１ｃということがある。ここで第一下部電極２１ａは、第一有機ＥＬ素子２０
ａの構成部材となる下部電極である。また第二下部電極２１ｂは、第二有機ＥＬ素子２０
ｂの構成部材となる下部電極である。また第三下部電極２１ｃは、第三有機ＥＬ素子２０
ａの構成部材となる下部電極である。
【００７３】
　（２）第一有機ＥＬ層等の形成工程（図５（ｂ））
　次に、第一有機ＥＬ層２２ａ、並びに壁部材３０を構成する下層３１及び上層３２を、
この順で形成する（図５（ｂ））。
【００７４】
　この工程において形成される第一有機ＥＬ層２２ａは、３つの有機ＥＬ層の中でも膜厚
の最も薄い層を形成する。具体的には、青色有機ＥＬ層を第一有機ＥＬ層２２ａとして形
成する。特に、後述する第一の有機ＥＬ層２２ａ及び壁部材３０の加工工程にエッチング
工程が含まれる場合、第一有機ＥＬ層２２ａを第二有機ＥＬ層２２ｂや第三有機ＥＬ層２
２ｃと比較して膜厚を薄くする。こうすることで、上部電極の被覆不良の問題をより効果
的に改善することができる。即ち、壁部材を除去した後の第一有機ＥＬ層２２ａはサイド
エッチによりその端部が急峻に立ち上がっている。これにより、電極が被覆不良を起こす
可能性がある。このため、第一有機ＥＬ層２２ａを、第二有機ＥＬ層２２ｂや第三有機Ｅ
Ｌ層２２ｃと比較して膜厚を薄くすることで上部電極の被覆不良の原因となる段差を最小
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限に留めることができるので、被覆不良の要因をより低減することができる。
【００７５】
　本実施例において、第一有機ＥＬ層２２ａは、例えば、真空蒸着法により形成する。た
だし、本発明はこれに限定されるものではない。尚、第一有機ＥＬ層の層構成、第一有機
ＥＬ層に含まれる層の構成材料及び第一有機ＥＬ層の膜厚については、実施例１と同様で
ある。
【００７６】
　第一有機ＥＬ層２２ａを形成した後に形成される下層３１は、壁部材３０の構成する層
であって水溶性材料からなる層である。また下層３１を形成した後に形成される上層３２
は、壁部材３０の構成する層であって非水溶性材料からなる層である。この積層構成にす
ることにより、壁部材３０は、水浸漬による除去に適した形態となる。
【００７７】
　ここで下層３１を構成する水溶性材料及び上層３２を構成する非水溶性材料については
、実施例１と同様である。
【００７８】
　（３）第一有機ＥＬ層等の加工工程（図５（ｃ））
　次に、第一有機ＥＬ層２２ａ、並びに壁部材３０を構成する下層３１及び上層３２の加
工工程を行う（図５（ｃ））。この加工工程により、第一有機ＥＬ層２２ａが第一有機Ｅ
Ｌ素子２０ａの構成材料である第一下部電極２１ａ上にのみ選択的に設けられることにな
る。またこの加工工程により、下層３１と上層３２とがこの順で積層されている壁部材３
０が第一有機ＥＬ層２２ａ上にのみ選択的に設けられることになる。
【００７９】
　ここで本工程においては、例えば、フォトリソグラフィーを利用したパターニングによ
り各層の加工を行う。具体的には、以下に示すプロセスにより各層の加工を行う。
（ｉ）レジスト層（不図示）の形成
（ｉｉ）露光、現像
（ｉｉｉ）エッチング処理
【００８０】
　上記（ｉ）のプロセスは、上層３２上にレジスト層（不図示）を形成する工程である。
レジスト層の形成方法としては、公知の成膜方法を利用することができる。尚、レジスト
層を形成する際に、前もって非水溶性の材料からなる上層３２を成膜することによって、
（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）のプロセスにおいて下層３１の構成材料が溶出するのを防ぐこと
ができる。
【００８１】
　上記（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）のプロセスを経て、図５（ｃ）に示されるように、第一下
部電極２１ａ上に、第一有機ＥＬ層２２ａと、壁部材３０とがこの順でされることになる
。ここで各プロセスにおいては、それぞれ公知の方法を利用することができる。尚、上記
（ｉｉｉ）のプロセスにおいて、下層３１及び第一有機ＥＬ層２２ａのエッチングを行う
際は、上層３２のエッチングに対してオーバーエッチングになる条件下で行うのが好まし
い。このエッチング操作により、下層３１及び第一有機ＥＬ層２２ａが上層３２に対して
相対的に凹んでいる形状になる。また図５（ｃ）に示されるように、壁部材３０が、水溶
性材料からなる下層３１と、非水溶性材料からなる上層３２と、からなる積層体であり、
かつ、下層３１の端部が上層３２の端部（又は側面）よりも内側に位置する場合も好まし
い形態となる。図５（ｃ）に示される態様にすることにより、非水溶性材料からなる上層
３１がひさしとして陰を作ることで第二有機ＥＬ層２２ｂ及び第三の有機ＥＬ層２２ｃを
順次成膜する際に上層３２と基板１０との間に非被覆部が生じる。このため、後の工程で
壁部材３０の除去を容易にすることができる。
【００８２】
　（４）第二有機ＥＬ層、第三有機ＥＬ層の形成工程（図５（ｄ）～図５（ｅ））
　次に、第二有機ＥＬ素子２０ｂを構成する第二有機ＥＬ層２２ｂを第二下部電極２１ｂ
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上に形成する（図５（ｄ））。ここで、第二有機ＥＬ層２２ｂは、例えば、第一有機ＥＬ
層２２ａと同様に蒸着法によって形成される。ところで第二有機ＥＬ層２２ｂを形成する
際には、蒸着源から発生する蒸気の流れ方向に対して所定の角度傾けた状態で基板１０を
配置する。即ち、第二有機ＥＬ層２２ｂは、斜方蒸着により形成する。尚、基板１０を傾
ける角度については、第二有機ＥＬ層２２ｂを設ける領域と、壁部材３０の高さを考慮し
て適宜設定される。つまり、壁部材３０は、第二有機ＥＬ層２２ｂを第二有機ＥＬ素子２
０ｂを設ける領域に選択的に形成するための遮蔽部材として機能する。つまり、壁部材３
０によって第三下部電極２１ｃが蒸着蒸気から遮蔽されることになる。
【００８３】
　次に、第三有機ＥＬ素子２０ｃを構成する第三有機ＥＬ層２２ｃを第三下部電極２１ｃ
上に形成する（図５（ｅ））。ここで、第三有機ＥＬ層２２ｃは、例えば、第一有機ＥＬ
層２２ａ、第二有機ＥＬ層２２ｂと同様に蒸着法によって形成される。ところで第三有機
ＥＬ層２２ｃを形成する際には、蒸着源から発生する蒸気の流れ方向に対して所定の角度
傾けた状態で基板１０を配置する。即ち、第三有機ＥＬ層２２ｃは、斜方蒸着により形成
する。尚、基板１０を傾ける角度については、第三有機ＥＬ層２２ｃを設ける領域と、壁
部材３０の高さを考慮して適宜設定される。つまり、壁部材３０は、第三有機ＥＬ層２２
ｃを第三有機ＥＬ素子２０ｃを設ける領域に選択的に形成するための遮蔽部材として機能
する。つまり、壁部材３０によって第二有機ＥＬ層２２ｂが蒸着蒸気から遮蔽されること
になる。
【００８４】
　（５）壁部材の除去工程（図５（ｆ））
　次に、壁部材を除去する工程を行う（図５（ｆ））。具体的には、全ての有機ＥＬ層（
２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を形成した基板１０を水に浸漬させる。これにより、壁部材３
０を構成する下層３１が溶解され、壁部材３０の除去が可能となる。ここで壁部材３０を
除去した後には、脱水のためベーク処理を行ってもよい。尚、本発明においては、この方
法に限定されるものではない。
【００８５】
　（６）上部電極の形成工程等
　次に、実施例１と同様に各有機ＥＬ層（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）上に、上部電極２３
を形成し（図３（ｇ））、次いで膜封止のための窒化シリコンの膜を形成する。以上の工
程により有機ＥＬ表示装置が得られる。
【００８６】
　得られた有機ＥＬ表示装置は上部共通電極に被覆不良が生じないため、シェーディング
の発生を抑制することができる。また、封止膜に被覆不良が生じないため、ダークスポッ
トの発生を抑制することができる。
【００８７】
　本実施形態によると、共通する有機ＥＬ層を形成しなくても各色独立した有機材料を用
いて有機ＥＬ層を形成することができる。共通する有機ＥＬ層を用いた場合、各有機ＥＬ
層の膜厚をそれぞれ独立して決定することができないため、光学干渉による光取り出し効
果が低減してしまう。一方、本実施形態によれば、と各色独立して有機ＥＬ層の膜厚を決
定することができるため、光の利用効率を高めることができる。
【００８８】
　また本実施形態では、壁部材を配置する領域は第一有機ＥＬ素子の領域上にあるので、
壁部材を設けるための領域を別に確保する必要がないため、各画素あたりの電極の面積比
率を増加させることができる。これにより素子の電流密度を低下させることが可能になり
、結果として有機ＥＬ素子の輝度劣化を抑制することができる。
【実施例４】
【００８９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の第４の実施形態の具体例を説明する。図６は、本
発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第４の実施形態を示す断面概略図である。本



(15) JP 2012-216297 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロセスについて、適宜図面を参照しながら以下
に説明する。尚、本実施例の製造方法で製造される有機ＥＬ表示装置は、例えば、図４に
示される有機ＥＬ表示装置２である。また本実施例における有機ＥＬ表示装置の製造プロ
セスの基本的な流れは実施例１とほぼ同じである。そこで、本実施例と実施例３との相違
点を中心に以下に説明する。
【００９０】
　（１）電極付基板の製造工程（図６（ａ））
　まず実施例１と同様に、電極付基板を作製あるいは用意する（図６（ａ））。
【００９１】
　（２）第一有機ＥＬ層等の形成工程（図６（ｂ））
　次に、第一有機ＥＬ層２２ａ及び壁部材層３４を、この順で形成する（図６（ｂ））。
【００９２】
　この工程において形成される第一有機ＥＬ層２２ａは、３つの有機ＥＬ層の中でも膜厚
の最も薄い層（例えば、青色有機ＥＬ層）を第一有機ＥＬ層２２ａとして形成する。尚、
第一有機ＥＬ層の層構成、第一有機ＥＬ層２２ａに含まれる層の構成材料、第一有機ＥＬ
層２２ａの膜厚及び第一有機ＥＬ層２２ａの成膜方法については、実施例３と同様である
。
【００９３】
　第一有機ＥＬ層２２ａを形成した後に形成される壁部材層３４は、水溶性材料からなる
層であって後述する加工工程によって壁部材３５として加工される層である。この壁部材
層３４を形成することにより、壁部材３０は、水浸漬による除去に適した形態となる。
【００９４】
　ここで壁部材層３４を構成する水溶性材料については、実施例１と同様である。
【００９５】
　（３）第一有機ＥＬ層等の加工工程（図６（ｃ））
　次に、第一有機ＥＬ層２２ａ及び壁部材層３４の加工工程を行う（図６（ｃ））。この
加工工程により、第一有機ＥＬ層２２ａが第一有機ＥＬ素子２０ａの構成材料である第一
下部電極２１ａ上にのみ選択的に設けられることになる。またこの加工工程により、壁部
材３５が第一有機ＥＬ層２２ａ上にのみ選択的に設けられることになる。
【００９６】
　ここで本工程においては、例えば、フォトリソグラフィーを利用したパターニングによ
り各層の加工を行う。具体的には、以下に示すプロセスにより各層の加工を行う。
（ｉ）レジスト層（不図示）の形成
（ｉｉ）露光、現像
（ｉｉｉ）エッチング処理
【００９７】
　上記（ｉ）のプロセスは、壁部材層３４上にレジスト層（不図示）を形成する工程であ
る。レジスト層の形成方法としては、公知の成膜方法を利用することができる。尚、レジ
スト層を形成する際に、前もって非水溶性の材料からなる層（不図示）を成膜してもよい
。これにより、（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）のプロセスにおいて壁部材層３４の構成材料が溶
出するのを防ぐことができる。
【００９８】
　上記（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）のプロセスを経て、図６（ｃ）に示されるように、第一下
部電極２１ａ上に、第一有機ＥＬ層２２ａと、壁部材３５とがこの順でされることになる
。ここで各プロセスにおいては、それぞれ公知の方法を利用することができる。尚、上記
（ｉｉｉ）のプロセスにおいて、第一有機ＥＬ層２２ａのエッチングを行う際は、壁部材
層３３のエッチングに対してオーバーエッチングになる条件下で行うのが好ましい。この
エッチング操作により、第一有機ＥＬ層２２ａが壁部材層３４に対して相対的に凹んでい
る形状になる。また（ｉｉｉ）のプロセスによって第一有機ＥＬ層２２ａの端部が壁部材
３５の側面よりも内側に位置することになる。これにより壁部材３５がひさしとして陰を
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作ることで第二有機ＥＬ層２２ｂや第三の有機ＥＬ層２２ｃを成膜する際に壁部材３５と
基板１０との間に非被覆部が生じる。これにより壁部材３５の除去を容易にすることがで
きる。
【００９９】
　（４）第二有機ＥＬ層、第三有機ＥＬ層の形成工程（図６（ｄ）～図６（ｅ））
　次に、画素２０を構成する第二有機ＥＬ素子２０ｂ及び第三有機ＥＬ素子２０ｃを構成
する有機ＥＬ層（２２ｂ、２２ｃ）をそれぞれ形成する（図６（ｄ）～図６（ｅ））。こ
こで各有機ＥＬ層（２２ｂ、２２ｃ）は、実施例３と同様の方法（蒸着法）により形成さ
れる。ただし本発明はこれに限定されるものではない。
【０１００】
　（５）壁部材の除去工程（図６（ｆ））
　次に、壁部材を除去する工程を行う（図６（ｆ））。具体的には、全ての有機ＥＬ層（
２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）を形成した基板１０を水に浸漬させる。これにより、壁部材３
０を構成する水溶性材料が溶解され、壁部材３０の除去が可能となる。ここで壁部材３０
を除去した後には、脱水のためベーク処理を行ってもよい。尚、本発明においては、この
方法に限定されるものではない。
【０１０１】
　（６）上部電極の形成工程等
　次に、実施例３と同様に各有機ＥＬ層（２２ａ、２２ｂ、２２ｃ）上に、上部電極２３
を形成し（図６（ｇ））、次いで膜封止のための窒化シリコンの膜を形成する。以上の工
程により有機ＥＬ表示装置が得られる。
【０１０２】
　得られた有機ＥＬ表示装置は上部共通電極に被覆不良が生じないため、シェーディング
の発生を抑制することができる。また、封止膜に被覆不良が生じないため、ダークスポッ
トの発生を抑制することができる。さらに、本実施形態は、壁部材の構成以外の構成が第
３の実施形態と共通する。このため第３の実施形態と同様の効果（光の利用効率、電極の
面積比率、有機ＥＬ素子の輝度劣化の抑制）を奏する。
【符号の説明】
【０１０３】
　１（２）：有機ＥＬ表示装置、１０：基板、１１：素子分離膜、２０：画素、２０ａ：
第一有機ＥＬ素子、２０ｂ：第二有機ＥＬ素子、２０ｃ：第三有機ＥＬ素子、２１：下部
電極、２２ａ：第一有機ＥＬ層、２２ｂ：第二有機ＥＬ層、２２ｃ：第三有機ＥＬ層、２
３：上部電極、３０（３３，３５）：壁部材
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